
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
で
き
る
こ
と

小
中
学
校
の
適
正
規
模
と
適
正
配
置
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

特
集

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
27
年
に
策

定
し
た
「
鴻
巣
市
立
小
・
中
学
校
の
適
正

規
模
及
び
適
正
配
置
に
関
す
る
基
本
的
な

考
え
方
」
に
基
づ
き
、
小
中
学
校
の
規
模

や
配
置
等
の
適
正
化
の
取
組
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　
本
号
で
は
、
現
状
と
今
後
の
取
組
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
教
育
総
務
課
小
・
中
学
校

適
正
配
置
担
当
（
内
線
３
３
６
０
）

川
里
地
域
で
小
中
一
貫
教
育
を
実
施

　

小
中
一
貫
教
育
と
は
、
義
務
教
育
９
年
間
を

連
携
し
た
教
育
課
程
と
し
て
捉
え
、
学
校
教
育

の
円
滑
な
推
進
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

実
施
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

変
化
に
対
し
教
育
的
配
慮
が
可
能
と
な
り
、
中

学
校
入
学
以
降
の
学
習
や
生
活
へ
の
不
適
応
感

（
い
わ
ゆ
る
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
）
が
解
消
し
、
９

年
間
を
通
し
て
培
う
力
を
連
続
的
・
系
統
的
に

育
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
平
成
23
年
度
か
ら
県
の
指
定
を

受
け
、
川
里
地
域
で
小
中
一
貫
教
育
を
実
施
し

て
お
り
、
小
学
校
３
校
合
同
で
行
う
林
間
学
校

や
修
学
旅
行
、
さ
ら
に
は
６
年
生
と
中
学
生
の

合
同
授
業
や
部
活
動
体
験
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

廃
校
と
な
っ
た
小
学
校
の
跡
地
活
用
に

つ
い
て

　

小
学
校
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
地
域
活
動
の
中

心
的
な
場
で
あ
り
、
指
定
避
難
所
で
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
意
向
に
配
慮
し
な

が
ら
、
公
共
施
設
の
あ
り
方
や
民
間
活
力
の
導

入
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
、
跡
地
の
有
効
活

用
策
を
検
討
し
ま
す
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
各
小
学
校
に
併
せ
て

設
置
し
、
市
や
民
間
事
業
者
が
管
理
・
運
営
し

て
い
ま
す
。

　

小
学
校
を
統
廃
合
す
る
際
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
、
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

「
鴻
巣
市
立
小
・
中
学
校
適
正
配
置
等
審

議
会
」
で
、
将
来
的
な
適
正
規
模
と
配
置

を
検
討

　

自
治
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
学
校
か
ら
の
推
薦
者
や

有
識
者
、
公
募
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
方
な
ど

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
審
議
会
で
は
、
令
和
10

年
度
ま
で
の
小
中
学
校
の
適
正
規
模
と
適
正
配

置
の
計
画
な
ど
を
検
討
し
ま
す
。

①
小
学
校
の
再
編

　

学
校
の
存
置
を
検
討
す
る
基
準
を
踏
ま
え
、

現
在
18
校
あ
る
小
学
校
を
令
和
10
年
度
ま
で
に

13
校
に
再
編
す
る
こ
と
を
検
討
し
ま
す
。

②
中
学
校
の
再
編

　

学
校
の
存
置
を
検
討
す
る
基
準
の
ほ
か
、
小
学

校
の
再
編
状
況
を
踏
ま
え
検
討
し
ま
す
。

再編対象校
対象校 設置場所 統合年度

鴻巣中央小学校
常光小学校 鴻巣中央小学校

令和６～９年度吹上小学校
大芦小学校 吹上小学校

吹上小学校
小谷小学校 吹上小学校

屈巣小学校
共和小学校
広田小学校

川里小学校（仮）
新設 令和10年度

= 小学校 =
○すべての学年が単学級になる又は
予想される状態で、集団教育活動
に制約が生じる場合

○地域の実情を踏まえた上で、小中
一貫教育による大きな効果が期待
される場合

= 中学校 =
○すべての中学校の学級数が 4学級
以下になる又は予想される状態で、
集団教育活動に制約が生じる場合

学校の存置（統廃合など）を検討する基準
※国が示す手引きに基づき策定
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未来を担う子どもたちのためにできること

Ｑ　
な
ぜ
小
中
学
校
の
適
正
配
置
等
に
取
り

組
む
の
？

Ａ　
全
国
的
な
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
本

市
の
児
童
・
生
徒
数
も
年
々
減
少
し
、
小
中
学

校
の
小
規
模
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

学
校
の
小
規
模
化
は
、
子
ど
も
同
士
の
人
間

関
係
や
社
会
性
の
育
成
は
も
と
よ
り
、
教
育
指

導
内
容
な
ど
学
校
を
運
営
し
て
い
く
中
で
さ
ま

ざ
ま
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
学
校
規
模
や
配
置
等
に
よ

る
格
差
を
少
な
く
す
る
と
と
も
に
、
小
中
学
校

の
教
育
環
境
を
整
備
し
、
教
育
の
充
実
を
図
る

た
め
に
、適
正
配
置
等
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

Ｑ　
学
校
の
適
正
規
模
っ
て
？

Ａ　
小
中
学
校
の
適
正
規
模
に
つ
い
て
は
、
国

の
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
よ
り
12
～
18
学
級

の
標
準
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ひ
と
つ
の

目
安
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　
児
童
数
の
推
移
は
？

Ａ　
本
市
の
児
童
生
徒
数
は
、
20
数
年
前
の

ピ
ー
ク
時
と
比
べ
て
半
数
以
下
と
な
っ
て
い
ま

す
。
以
前
は
児
童
数
が
１
，０
０
０
人
以
上
で
、

30
学
級
を
超
え
る
よ
う
な
規
模
の
小
学
校
で

も
、
現
在
は
小
規
模
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

平
成
17
年
度
の
合
併
当
時
、
全
小
学
校
の
児

童
数
は
６
，９
４
０
人
、
全
中
学
校
の
生
徒
数

は
３
，７
０
５
人
の
合
計
１
０
，６
４
５
人
で
し

た
が
、
令
和
４
年
４
月
１
日
現
在
、
全
小
学
校

の
児
童
数
は
５
，４
５
１
人
、
全
中
学
校
の
生

徒
数
は
２
，８
２
１
人
の
合
計
８
，２
７
２
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
約
16
年
間
で
２
割

ほ
ど
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
今
後
も
さ

ら
に
児
童
・
生
徒
数
の
減
少
が
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。

Ｑ　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
基
準
は
？

Ａ　
小
中
学
校
適
正
規
模
及
び
適
正
配
置
に
伴

い
、
通
学
区
域
の
変
更
が
行
わ
れ
た
学
校
で
、

通
学
距
離
が
直
線
距
離
で
2
㎞
を
超
え
る
区
域

か
ら
通
学
す
る
児
童
の
安
全
確
保
と
負
担
軽
減

の
た
め
に
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま

す
。

　

た
だ
し
、
2
㎞
の
区
域
を
超
え
な
い
地
域
で

あ
っ
て
も
、
通
学
路
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て

い
な
い
場
合
な
ど
、
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認

め
る
と
き
は
、ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

特集

提出方法／６月10日㈮までに指定の様式（市HPにあります）に必要事
項を記入し①教育総務課、各公民館・生涯学習センター窓口
②郵送・メールで教育総務課小・中学校適正配置担当（〒365-8601中央
1-1・kyoiku@city.kounosu.saitama.jp）
※HPで適正配置等に関する基本的な考え方、審議会への諮問やこれま
での意見交換会等の内容を公開しています

適正配置等の計画についての意見を募集適正配置等の計画についての意見を募集
詳細は市HPを
ご覧ください
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